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JSG ニュースレター 

営利事業が2018年度以降に IFRS第 15号を 

適用する場合の所得税に係る処理規定について 

台湾財政部が通達を公表 

 

 
 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

台湾財政部は民国 109（2020）年 1 月 21 日付で台財税字第

10804637510 号通達を発布し、営利事業が民国 107（2018）事業年

度から国際財務報告基準（IFRS）第 15 号「顧客との契約から生じる収

益」に基づき会計処理をした場合，当該規定に基づき認識する契約によ

る収益及び関連する原価費用について営利事業所得税確定申告により処

理しなければならないとしました。但し、民国106（2017）年度の期末

日までに履行義務を充足していない契約については、従前に適用してい
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た会計準則に基づいて契約による収益及び関連する原価費用を認識しな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

勤業眾信の見解 

１．民国 107（2018）年度以降に始まる新たな取引については、会

計及び税務上損益の認識が一致することになり、税務当局及び

納税義務者双方の申告・査定に伴うコストを低減することが見

込まれます。 

２．民国 106（2017）年度の期末日までに履行義務を充足していな

い契約については、従前に適用していた会計準則に基づいて契

約による収益及び関連する原価費用を認識しなければ「ならな

い」と規定されています。そのため、営利事業が民国 107

（2018）年度に IFRS 第 15 号の適用に伴い増加又は減少した

期首利益剰余金の全額を申告する場合、税務当局が本解釈通達

（即ち、従前に適用していた会計準則に基づいて契約による収

益及び関連する原価費用を認識）に基づき税務上の調整を行う

可能性も排除できないことに留意が必要となります。 
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日商組新聞稿 

財政部核釋營利事業 107 年度起 

採用 IFRSs15 之所得稅處理規定 

 

 

 

財政部核釋內容 

 

財政部今發布台財稅字第 10804637510 號令，核釋營利事業會計事

項自 107 年度起採用國際財務報導準則第 15 號「客戶合約之收入」者，

應依該準則規定認列之合約收入及相關成本費用辦理營利事業所得稅結

算申報。但其截至 106 年度終了日前尚未履行完成之合約，應依原適用

之會計準則認列合約收入及相關成本費用。 
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勤業眾信觀點 

1.      107 年度起新交易採財稅一致認列損益，減少徵納雙方申報及審

核成本。 

2.      截至 106 年度終了日前尚未履行完成之合約，「應」依原適用之

會計準則認列合約收入及相關成本費用。營利事業 107 年度已將

採用 IFRSs15 開帳增加或減少的保留盈餘全數申報者，不排除稅

局可能會依此核釋，按原適用之會計準則認列合約收入及相關成

本費用規定予以調整，提醒營利事業注意。 
 

  

   

 

日商組官方網站 
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